
業種を問わず全産業を対象とした『厚生労働省策定の保護具着用管理責任者教育カリキュラム』に基づく

保護具着用管理責任者教育 講習
化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保

護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理、その他保護具に係る業務に担当させなければな

らないこととなりました。

8:30 ～ 8:45 開講

8:45 ～ 9:15 保護具着用管理

9:15 ～ 10:15 保護具に関する知識

10:20 ～ 11:20 同上

11:25 ～ 12:00 同上

13:00 ～ 13:25 保護具に関する知識

13:30 ～ 14:30 労働災害の防止に関する知識

14:35 ～ 15:05 関係法令

15:10 ～ 16:10 保護具の使用方法等 （実技）

16:10 ～ 16:20 閉講

時刻 講習科目

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和６年４月１日施行)により、化学物質のリスクアセスメントを

行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」を選任する

ことが義務化されました。

保護具着用管理責任者と選任の義務化

保護具着用管理責任者教育とは？

・保護具着管理責任者の選任が義務化される

・保護具について知識や経験がある人から選任する

・適任者がいない場合は「保護具着用管理責任者教育」を受講する

・適任者がいる場合も教育を受けたほうが望ましい

カリキュラム 開催日

２０２６年５月１２日（火）

場 所

キャタピラー教習所（株）

新潟教習センター

新潟市西区山田２３０７-１０８

受講料

１７,０００円／人（テキスト代、税込）

定員

２０名
ご予約はネット又はお電話でお申し込みください。

お問い合わせ先

〒９５０-１１９５

新潟県新潟市西区山田２３０７-１０８

ＴＥＬ:025-232-7611
ＦＡＸ:025-232-7612

新潟労働局長登録教習機関

新潟教習センター


